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農林水産研修所庁舎等の管理・運営業務における民間競争入札実施要項 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号。以下、「法」

という。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる

利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、

その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させ

ることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すも

のである。 

 前記を踏まえ、農林水産研修所（以下、「研修所」という。）は、公共サービス改革基本

方針（平成 24 年７月 20 日閣議決定）別表（新プロセス移行事業一覧）において民間競争

入札の対象として選定された農林水産研修所庁舎等の管理・運営業務（以下、「管理・運営

業務」という。）について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるもの

とする。 

 

第１．対象施設の概要 

研修所は、国民視点に立った政策・業務の実行を為し得る人材育成に寄与するため、

農林水産省の職員、農林水産関連の地方公共団体等の職員に対する適時適切な研修を実

施している研修機関である。 

この庁舎の管理・運営業務について、法第 14条及び第 15条において準用する第 10条、

第 11 条第１項、第 12 条並びに第 13 条第１項及び第３項に基づき、平成 25 年度から公

共サービス実施民間事業者（以下、「民間事業者」という。）に請け負わせるものとする。 

 対象施設の規模等は下記のとおりである。 

１．名称及び所在地 

農林水産研修所 

東京都八王子市廿里町 36－１ 

２．組織の概要 

 農林水産研修所（職員数 16名） 

  総務課 

 職員の人事、経費及び収入の予算、決算及び会計、行政財産及び物品の管理、

庁内の管理 

教務課 

研修計画の作成及び実施、研修生の入所及び退所並びに研修生活に関すること、

研修に関する調査並びに資料の収集及び整理  

 

３．予算額(施設整備費を除く) 

平成 22年度 159,749千円 



平成 23年度 148,466千円 

平成 24年度 138,644千円 

 

４．施設（建物）の完工年月日 

（庁舎）  昭和３９年９月１２日 

（第１寮） 昭和３９年９月１２日 

    （第２寮） 昭和４５年３月２５日 

    （第３寮） 昭和６１年９月３０日 

５．面積 

（１）敷地面積  １７，９４５㎡ 

（２）建面積    ２，３５７㎡ 

（３）延面積    ５，１６０㎡     

※別添「施設案内図」のとおり 

第２．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サー

ビスの質に関する事項（法第 14条第２項第１号） 

１．業務の対象と業務内容 

    民間事業者は、研修所庁舎内の清掃業務、警備業務及び設備管理業務を実施する

こととする。 

（１）清掃業務 

ア．用語の定義 

「清掃業務」とは、施設内及び構内の清掃等の業務をいう。 

イ．業務内容 

① 勤務時間 

午前８時３０分から午後５時００分まで（途中１時間の休息時間を挟む。） 

② 業務内容 

 業務内容 備考 

建物内部の清掃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a玄関ホールの清掃 

b事務室 

c講師控室 

d寮内（寮室含む）・庁舎内 

e廊下・階段等 

f便所 

g洗面所 

h浴室 

iゴミ処理 

j喫煙室 

詳細は、別紙仕

様書による。 



建物外部の清掃 

 

 

a窓ガラスの清掃 

b 窓ガラス以外の清掃（サッシの溝、

全体） 

cブラインドの清掃 

照明器具の清掃 

 

a照明器具本体の除塵 

b蛍光灯本体の水拭き 

建物周囲及び 

その他の清掃 

 

 

a玄関回りの床の除塵・洗浄 

b構内通路の床の除塵・洗浄 

c敷地内外部の除塵・芝生の剪定 

d車庫・駐輪場の除塵 

eうがい器及び冷水器の水拭き 

研修生受入準備 a床の清掃 

b寮室内備品の除塵 

c茶びつ及び湯飲み茶碗等洗浄・配膳 

d研修生用ベッドの除塵・寝具配備 

e窓及び網戸等の清掃 

f講師宿泊室内部清掃・寝具配備 

講師対応等 

 

a講師の応接 

・お茶だし 

・水差し用意 

・講師控室対応 

b湯沸かし室 

・室内の整備 

・使用済みのふきん・おしぼりの

洗濯、配備 

 

宿直室 布団の配備 

 

（２） 警備業務 

ア．用語の定義 

「警備業務」とは、研修実施期間中に施設内及び構内における事故の発生を

防止するとともに、宿泊している研修生に対応する業務をいう。 

イ．業務内容 

①勤務時間 

午後８時００分から翌日午前９時００分まで（一部例外あり） 

（緊急時の対応を除き、午前０時から午前６時までは仮眠時間とする。） 



② 業務遂行にあたり、待機場所として第１寮管理室を共用させる。 

③ 業務内容 

業 務 内 容 備 考 

・盗難、火災、不正行為の予防、防止 

・門扉の開閉及鍵の管理 

・庁舎、各寮及び構内の巡回点検 

・研修生への夜間の対応、急傷病人への対応、その他警備

に付帯する業務 

 

詳細は警備業務

仕様書による。 

 

（３） 設備管理業務 

ア．用語の定義 

    「設備管理業務」とは、施設内の機械設備等の保守管理業務をいう。 

イ．業務内容 

① 業務実施日 

定期点検等及び保守業務は適宜、日程調整のうえ実施する。 

② 業務内容 

a 建物点検業務 

b 温水ボイラー性能検査及び定期自主点検検査業務 

c 飲料水貯水槽清掃業務 

d 簡易専用水道検査業務 

e 自家用電気工作物保安管理業務 

f 地下貯蔵タンク清掃・定期点検業務 

      g 消防用設備点検業務 

h 空調設備定期点検業務 

i  防除基準及び防除業務 

j  室内機フィルター等清掃業務 

（上記業務の詳細は各仕様書による。） 

 

２．サービスの質の設定 

本業務の実施にあたり、達成すべき質及び最低限満たすべき水準は以下のとおり

とする。 

（１） 管理・運営業務の質 

基本的な方針 主要事項 測定指標 

管理・運営業務を通して、 利用者の満足度 ・研修終了時に行う施設利用者



快適な施設利用を可能と

するとともに当該公共施

設における公共サービス

の円滑な実施を可能とす

ること。 

(研修生)へのアンケート調査の

各設問において、満足度８０％以

上(※)（目標回収率９５％） 

品質の維持 ・研修実施中に管理・運営業務の

不備に起因する冷暖房・給湯施設

の停止、停電、断水が全くないこ

と 

施設・設備の確保 ・当該施設・設備について管理・

運営業務の不備に起因する破損、

損傷が全くないこと 

※ 満足度は、「満足」及び「やや満足」に該当する回答の割合を集計（１％未満

の端数が生じるときは、小数点第 1位を切り捨て）するものとする。 

（２） 各業務において確保すべき水準 

次に整理する要求水準を確保すること。なお、各業務における水準は、各業務

の仕様書に定める内容とする。ただし、仕様書については、改善提案を行うこと

ができる。 

ア． 清掃業務 

    指定された業務内容を実施し、施設内外の汚れを除去し、又は汚れを予防する

ことにより快適な環境を保つこと。 

イ． 警備業務 

      施設利用者への夜間対応、急傷病人への対応を行うとともに、盗難、火災、

不正行為を予防、防止し、利用者及び施設の安全を守ることに寄与すること。 

ウ． 施設管理業務 

各設備等の性能及び状態を常時良好な状態に保つため、適切な保守、点検及

び修繕（建物を除く）を確実に実施すること。また、関係法令に基づき義務づ

けられている必要な資料を作成すること。 

 

（３） 創意工夫の発揮可能性 

本業務を実施するにあたっては、以下の観点から民間事業者の創意工夫を反

映し、公共サービスの質の向上に努めるものとする。 

ア．管理運営業務の実施全般に対する提案 

民間事業者は、別に定める様式に従い、関係法令に違反しない範囲で管理・運

営業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行う

こととする。 

イ． 別に定める仕様書に対する改善提案 

民間事業者は、別に定める各業務の仕様書（別紙１～１２）に対する改善提



案がある場合は、別途に定める様式に従い、具体的な方法等を示すとともに、

仕様書のレベルの質が確保できる根拠等を提案すること。 

 

（４） 業務改善計画書の提出 

  民間事業者は、次の場合、速やかに業務改善計画書を作成・提出し、研修所

の承認を得なければならない。 

  なお、民間事業者は業務改善策を講じる場合、また、実施の場合において、

研修所に対して必要な助言、協力を求めることができる。 

ア．本実施要項第９．１．（２）で定める報告等の結果、上記（１）に掲げる本業

務の質が確保されていないことが明らかになり、研修所が業務の改善が必要で

あると判断し、民間事業者にこれを求めた場合。 

イ．研修所が本業務のモニタリングを随時行い、契約及び業務の仕様に照らして、

不適切であり、業務の改善が必要であると判断し、民間事業者にこれを求めた

場合。 

 

（５） 委託費の支払い方法 

ア．研修所は、事業期間中の検査・監督を行い、民間事業者からの作業日誌等の

報告に基づき、適正に業務が遂行されたことを確認した上で、委託費を支払う

ものとする。 

イ．検査・監督の結果、質及び最低水準が確保されていない場合は、再度業務を

行うように指示を行うとともに、民間事業者は業務改善計画書を研修所へ提出

する。業務遂行後の確認ができない限り委託費の支払いは行わない。 

ウ．委託費の支払いにあたっては、民間事業者は当該月の業務が完了した後、検

査に合格したときは研修所へ当該月分の支払い請求を行い、研修所はこれを受

領した日から３０日以内に支払うものとする。 

 

（６） 費用負担等に関するその他の留意事項 

ア．民間事業者が使用する消耗品等 

管理・運営業務を実施するにあたり、民間事業者が使用する消耗品、器具等は

全額民間事業者が負担する。 

イ． 施設利用者が使用する消耗品等 

施設利用者（研修生）が使用する消耗品は、全額研修所が負担する。（トイレ

ットペーパー、ティッシュペーパー、手洗い石けん、洗濯用洗剤、シャンプー、

交換用蛍光灯等） 

    ウ．光熱水料、電話料 

民間事業者が、本業務を実施するのに必要な電気、水、電話等の使用は無償



とし、全額研修所が負担する。 

エ．法令変更による増加費用及び損害の負担 

法令の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①か

ら③までのいずれかに該当する場合には研修所が負担し、それ以外の法令変更

については、事業者が負担する。 

①  本件事業に類型的または、特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設 

②  消費税その他類似の税制度の新設・変更（税の変更含む。） 

③  上記①、②のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度

の新設・変更（税率の変更を含む。） 

 

第３．実施期間に関する事項（法第９条第２項第２号、第 14条第２項第２号） 

当該業務の実施期間は、平成 25年４月１日から平成 28年３月 31日までとする。 

 

第４．入札参加資格に関する事項（法第９条第２項第３号及び第３項、第１４条第２項第

３号及び第３項） 

 

１．競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以

下「法」という。）第 10条各号（第 11号を除く）に該当するものでないこと。 

２．予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。）第 70条

の規定に該当しない者であること。（なお、未成年者又は被補助人であって、契約締

結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。） 

３．予決令第 71条の規定に該当しないこと。 

４．平成 22年度 23年度 24年度全省庁統一資格の契約の種類「役務の提供等」の種類

「建物管理等各種保守管理」において、「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」ランクに格付けされ、

関東・甲信越地域の競争参加資格者であること。 

５．農林水産省における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の

者でないこと。 

６．前記第２．１に示す業務の実施にあたり、法令上必要な次の資格を有している、

又は資格等を有する者を業務の実施にあたらせることができる者であること。 

（１） 警備業務  

都道府県公安委員会の認定 

（２） 設備管理業務 

ア．消防設備点検資格者 

イ．第３種電気主任技術者 

ウ．地下タンク等定期点検技術者 

エ．建築物飲料水水質検査業の登録 



オ．一級建築士、または二級建築士（特殊建築物等調査資格者、建築設備検査資格者） 

カ．ボイラー取扱主任者等 

 

７．入札参加グループでの入札について 

（１） 単独で、本実施要項に定める業務内容を担えない場合は、適正に業務を遂

行できる入札参加グループで参加することができる。その場合、入札書類提

出時までに入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者

はグループ企業として参加するものとする。なお、代表企業及びグループ企

業が、他の入札参加グループに参加、若しくは単独で入札に参加することは

できない。また、代表企業及びグループ企業は、入札参加グループ結成に関

する協定書（又はこれに類する書類）を作成し、提出すること。 

（２） 上記１から６の全ての要件を満たすこと。 

ただし、入札グループで入札する場合に６については、当該業務を実施する

者が満たしているものとし、その他の要件については全ての入札グループが

満たしているものとする。 

 

第５．入札に参加する者の募集に関する事項（法第９条第２項第４号、第 14条第２項第４

号） 

１．入札の実施手続き及びスケジュール 

手続き スケジュール 

官報告示 平成２４年１１月下旬頃 

入札説明会 平成２５年 １月下旬頃 

現場説明会 平成２５年 １月下旬頃 

入札等に関する質疑応答 平成２５年 １月下旬頃～２月上旬頃 

入札書類の受付期限 平成２５年 ２月中旬頃 

入札書類の評価 平成２５年 ２月下旬頃 

開札・落札者の決定 平成２５年 ２月下旬頃 

契約締結 平成２５年 ４月 １日 

 

２．入札実施手続 

（１） 提出書類 

民間競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、本件業務実施

に係る入札金額を記載した書類（以下「入札書」という。）及び総合評価のため

の業務実施の具体的な方法その質の確保の方法等に関する書類（以下「企画書

等」という。）を提出すること。なお、上記の金額には、本業務に要する一切の



諸経費の 105分の 100に相当する金額を記載することとする。 

 

（２） 企画書等の内容 

入札参加者が提出する企画書等には、本実施要項第６で示す総合評価を受け

るために、次の事項を記載する。 

ア．企業の代表責任者及び本業務担当者【提出様式１】 

複数の企業で参加する場合は、参加企業の一覧と代表企業、各企業の代表責

任者及び本業務担当者。 

イ．必要とされる資格を証明する書類の写し【様式１に添付のこと】 

ウ．業務実績【提出様式２】 

本実施要項(第１．)で示す業務ごとに過去３年間の実績。 

エ．本業務実施の考え方【提出様式３】 

安定した業務を実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視す

るポイント等。 

オ．業務毎の実施体制及び業務全体の管理方法【提出様式４】 

本業務実施要項（第１．）に示す業務毎に実施体制及び業務全体の管理方法を

示す。 

カ．業務に対する提案事項【提出様式５．６．７】 

① 業務の質の確保に関する提案 

② 別に定める仕様書（別紙１～１２）に対して提案を行う場合、提案を行う

業務（項目）を明確にし、提案を行う理由、提案の内容、提案による質の

維持向上効果又は経費の削減効果（或いはその両方）を具体的に示すこと。 

キ．緊急時の体制及び対応方法【提出様式８】 

緊急時（管理・運営業務の実施にあたり想定していたとおりの業務実施が困

難になる等の事故・事象が生じた場合）のバックアップ体制と対応方法を示す。 

ク．再委託に関する事項【提出様式９】 

  やむを得ない事由により、業務の一部を再委託する場合は提出すること。 

 

（３）開札にあたっての留意事項 

ア．開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はそ

の代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係ない職員を立ち会わせて行う。 

イ．入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することは

できない。 

ウ．入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員

の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する

委任状を提示又は提出しなければならない。 



エ．入札者又はその代理人は、開札中は、入札執行官が特にやむを得ない事情が

あると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 

 

第６．対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サー

ビスを実施する者の決定に関する事項（法第９条第２項第５号、第１４条第２項第５

号） 

 

本業務を実施する者（以下「落札者」という。）の決定は、総合評価方式によるもの

とする。なお、評価は、研修所に設置する評価委員会（施設管理に関する外部有識者、

研修所職員等で構成）において行うものとする。 

 

１．落札者決定にあたっての質の評価項目の設定 

落札者を決定するための評価は、提出された企画書等の内容が、本業務の目的・

趣旨に沿って実行可能なものであるか（必須項目審査）、また、効果的なものである

か（加点項目審査）について行うものとする。 

（１） 必須項目審査 

全て満たした場合は基礎点（100点）を付与し、１つでも満たしていない場合

は失格とする。 

ア．実施体制 

・ 各業務の業務水準が達成されるための体制となっているか。また、グルー

プで参加する場合、グループ企業間の連携が円滑に行くような体制がとられ、

機能する仕組みとなっているか。 

・ 提案された内容が実現可能な体制であるか。 

イ．業務に対する認識 

・ 各業務の目的を理解し、計画的な実施が考えられているか。 

・ 各業務を確実に実施するための基本的な方針が明確となっているか。 

ウ．現行基準レベルの質の確保 

・各業務の提案内容は、要求水準が確保されるものとなっているか。 

（２） 加点項目審査 

必須項目審査で合格した入札参加者に対して、次の加点項目について審査

を行う。 

なお、提案内容については、具体的であり、かつ効果的な実施が期待され

るかという観点から、基本的には、別に定める仕様書（別紙１～12）と提案

内容との比較を行い、得点を与える。 

ア．管理・運営業務全般に係る提案（40点） 

・ 各業務の包括的な管理・運営に関する提案がなされているか。 



・ 業務遂行体制において施設管理者に対し、常時、適切に対応するための工

夫がとられているか。 

イ．各業務における業務の質についての提案（50点） 

・ 質の維持・向上に対して具体的な提案があり、実施について具体的な方法、

計画等が明記されているか。また、それらが実施可能な体制が確保されてい

るか。 

ウ．各業務における改善提案（50点） 

・ 業務コスト等削減のための方策が提案されているか。 

エ． 緊急時への対応方法等についての提案（30点） 

・ 事故や災害等、具体的な事態を想定し、現実的かつ効果的な対策が提案さ

れているか。 

・ トラブル時や緊急時に円滑に対応し、かつ被害を拡大させないための対策

が提案されているか。 

 

２ 落札者決定にあたっての評価方法 

（１） 落札者の決定方法 

除算方式 

必須審査により得られた基礎点（100点）と加算項目審査で得られた加算点

を加算し、入札価格（予定価格の制限内であるものに限る）で除した値を総

合評価点とし、入札参加中で最も高い値の者を落札者として決定する。 

総合評価点＝（基礎点（100点）＋加算項目審査による加算点）÷入札価格 

（２） 留意事項 

ア．当該落札者の入札価格が予定価格の６割に満たない場合には、その価格によ

っての契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否

か、次の事項について改めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合、

また契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱

す恐れがあって著しく不適当であると認められた場合には、予定価格の制限の

範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点が最も高い１者を落

札者として決定することがある。 

① 当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性（当該単価が適切な人材が

確保されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額が適正か否か、就任予

定の者が当該金額で了承しているか否か等） 

② 当該契約の履行体制（常駐者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼任の

別、業務分担等が適切か否か等） 

③ 当該契約期間中における他の契約請負状況 

④ 手持機械その他固定資産の状況 



⑤ 国及び地方公共団体等に対する契約の履行状況 

⑥ 経営状況 

⑦ 信用状況 

イ．落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引か

せ落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引

くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってく

じを引き落札者を決定するものとする。 

ウ．落札者が決定したときは、遅滞なく落札者の氏名若しくは名称、落札金額、

落札者の決定の理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施方

法の概要について公表するものとする。 

 

３．初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱いについて 

入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないと

きは、直ちに再度の入札を行うこととし、それによってもなお、落札者となるべき

者が決定しない場合には、入札条件を見直し、再度公告入札に付することにする。 

 

第７．対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項（法第

９条第２項第７号及び第４項、第１４条第２項第６号及び第４項） 

従来の実施に関する情報は、別添資料（従来の実施状況に関する情報の開示）のとお

りである。 

 

第８．公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項（法

第９条第２項第８号、第１４条第２項第７号） 

１．使用可能な施設、設備等 

    本事業に関係する当研修所の施設、設備等の全て 

２．事務スペース等の借受け 

（１） 事業者は、本業務及びこれに付随する業務を実施するため、当施設から一

定の事務スペース等を無償で借り受けることができる。 

   （２） 施設の使用を終了し、又は中止した場合は、原状回復の上、直ちに研修所

に返還し、研修所の検査確認を受けなければならない。 

３．使用目的の制限等 

   （１） 民間事業者は、上記１、２の施設・設備等は、本業務及びこれに付随する

業務以外の目的で使用してはならない。 

   （２） 民間事業者は、上記１、２の施設・設備等を使用する際は、善良な管理者

の注意をもって適切に使用しなければならない。なお、万一、施設・設備等

に損害を与えた場合は、直ちに監督職員に報告し、その指示に従い、事業者



の負担において修復等を行うものとする。 

４．使用に係る経費等 

   上記１から３の施設・設備等については、無償で使用することができる。 

 

第９．公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するにあたり、国の行政機

関等の長に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の

対象公共サービスの適正かつ確実な確保のために契約により公共サービス実施民間事

業者が講ずべき措置に関する事項（法第９条第２項第 11号、第 14条第２項第９号） 

１．報告等について 

（１） 業務計画書の作成と提出 

民間事業者は、各業務を行うにあたり、各年度の事業開始日までに管理・運

営業務計画書を作成し、研修所に提出すること。 

（２） 業務報告書の作成と提出 

民間事業者は、各業務の履行結果を正確に記載した業務日報、業務月報、年

間総括報告書を業務報告書として作成する。 

ア．民間事業者は、業務日報を毎日作成し、業務期間中常時閲覧できるように保

管、管理する。 

イ．民間事業者は、業務月報を作成し、毎月、研修所へ提出する。 

ウ．民間事業者は、各事業年度終了後、当該年度に係る年間総括報告書を研修所

に提出する。 

 

２．農林水産研修所による調査への協力 

研修所は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると

認めるときは、法第 26条第１項に基づき民間事業者に対し、当該管理・運営業務の

状況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所（又は業務実施場所）に立

ち入り、業務の実施状況又は、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者

に質問することができる。 

立ち入り検査をする研修所の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第２

６条第１項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を

示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。 

 

３．指示について 

研修所は、民間事業者による各業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要

があると認めるときは、法第２７条に基づき民間事業者に対し、必要な措置をとる

べきことを指示することができるものとする。 

 



４．秘密の保持 

民間事業者は、本業務に関して研修所が開示した情報等（公知の事実等を除く。）

及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、

そのための必要な措置を講ずること。民間事業者（その者が法人である場合にあっ

ては、その役員）若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事して

いた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘

密を漏らし、又は盗用した場合には、法第５４条により罰則の適用がある。 

 

５．契約に基づき民間事業者が講ずべき措置 

（１） 業務の開始及び中止 

ア．民間事業者は、締結された本契約や定められた業務開始日に確実に本業務を

開始しなければならない。 

イ．民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、

あらかじめ、研修所の承認を受けなければならない。 

（２） 公平な取り扱い 

ア．民間事業者は、本業務の実施にあたって、当該施設利用者を合理的な理由な

く区別してはならない。 

イ．民間事業者は、当該施設利用者の取り扱いについて、自らが行う他の事業に

おける利用の有無等により区別してはならない。 

ウ．金品等の授受の禁止 

民間事業者は、本業務において、金品を受け取ること又は与えることをして

はならない。 

エ．宣伝行為の禁止 

民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施にあたって、自らが行

う事業の宣伝をしてはならない。 

民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施の事実をもって、第三

者に対し、誤解を与えるような行為をしてはならない。 

オ．法令の遵守 

民間事業者は、本業務を実施するにあたり適用を受ける関係法令等を遵守し

なければならない。 

カ．安全衛生 

民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理につい

ては、責任者を決め、関係法令に従って行わなければならない。 

キ．記録・帳簿書類等 

民間事業者は、実施年度毎に本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、事

業を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管し



なければならない。 

ク．権利義務の帰属等 

民間事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第

三者に譲渡してはならない。 

ケ．権利の譲渡 

① 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、

民間事業者は、その責任において、必要な措置を講じなければならない。 

② 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、

研修所の承認を受けなければならない。 

コ．再委託の取り扱い 

① 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託しては

ならない。 

② 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場

合は、原則としてあらかじめ企画書等において再委託に関する事項（再委託

先の住所、名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理

性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理方法）

について記載しなければならない。 

③ 民間事業者は、本契約締結後、やむを得ない事由により再委託を行う場合

には、再委託に関する事項（再委託先の住所・名称・委託する業務の範囲、

再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告

徴収その他業務管理の方法）を明らかにした上で、研修所の審査・承認を受

けなければならない。 

④ 民間事業者は、上記②及び③により再委託を行う場合には、民間事業者が

研修所に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先の民間事業者に対

し前記「４．秘密の保持」及び「５．契約に基づき事業者が講ずべき措置」

に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに、再

委託先から必要な報告を徴収することとする。 

⑤ 上記②から④までに基づき、本業務契約事業者が再委託先の民間事業者に

業務を実施させる場合は、全て本業務契約事業者の責任において行うものと

し、再委託先の民間事業者の責めに帰すべき事由については、本業務契約事

業者の責めに帰すべき事由とみなして、本業務契約事業者が責任を負うもの

とする。 

サ．契約解除 

研修所は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除するこ

とができる。 

① 法第 22条第１項第 1号イからチ又は同項第 2号に該当するとき  



② 暴力団員を業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになった

とき 

③ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していること

が明らかになったとき 

シ．契約解除時の取扱い 

① 上記サ．に該当し、契約を解除した場合には、研修所は、民間事業者に対

し、当該解除日の日までに当該公共サービスを契約に基づき実施した期間に

係る委託費を支給する。 

② この場合、民間事業者は、契約金額の 100分の 10に相当する金額を違約金

として研修所の指定する期間内に納付しなければならない。 

③ 研修所は、民間事業者が前項の規定による金額を国の指定する期日までに

支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの

日数に応じて、年 100 分の５の割合で計算した金額を延滞金として納付させ

ることができる。 

④ 研修所は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお、損害賠償の請求を

することができる。 

ス．契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と研修

所が協議するものとする。 

 

第１０．公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するにあたり、第三者に

損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施

民間事業者が負うべき責任（国家賠償法の規定により国の行政機関が当該損害の賠償

の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む）に関する事項（法第９条第２

項第 12号、第 14条第２項第 10号） 

 

本契約を履行するにあたり、民間事業者はその職員その他の当該公共サービスに従

事する者が、故意又は過失により当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加え

た場合には、次に定めるところによるものとする。 

 

１．研修所が国家賠償法第１条第１項等に基づき当該第三者に支払った損害賠償額（当

該損害の発生について研修所の責めに帰すべき理由が存する場合には、研修所が自

ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）について当該公共サービス実施

民間事業者に求償することができる。 

２．当該公共サービス実施民間事業者が民法第 709 条等に基づき当該第三者に対する

賠償を行った場合であって、当該損害の発生について研修所の責めに帰すべき理由



が存するときは、当該民間事業者は研修所に対し、当該第三者に支払った損害賠償

額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができ

る。 

 

第１１．対象公共サービスに係る第７条第８項に規定する評価に関する事項（法第 14条第

２項第 11号） 

 

１．実施状況に関する調査の時期 

内閣総理大臣が行う評価の時期を踏まえ、当該業務の実施状況については、平成

27年３月末時点における状況を調査するものとする。 

２．調査の方法 

研修所は、民間事業者が実施した管理・運営業務の内容について、その評価が的

確に実施されるように、実施状況等の調査を行うものとする。 

３．調査項目 

（１）管理・運営の実施状況 

ア．清掃業務における各月の実施回数 

イ．アンケート結果に対する対応状況 

ウ．「第２．２．（１）」管理・運営業務の質及び「第２．２．（２）」各業務におい

て確保すべき水準、改善計画の実施状況 

４．上記調査項目に関する内容については、本業務の実施状況等を報告様式に従い内

閣総理大臣へ提出するにあたり、研修所に設置する評価委員会に報告を行い、意見

を聴くものとする。また、必要に応じて農林水産省入札等監視委員会とも情報を共

有するものとする。 

 

第１２．その他の対象公共サービスの実施に関し必要な事項（法第 14条第２項第 12条） 

 

１．本業務の実施状況等の監理委員会への報告 

    研修所は、民間事業者に対する会計法令に基づく監督及び検査の状況について、

業務終了後に監理委員会へ報告するとともに、法第２６条及び第２７条に基づく報

告聴取、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並び

に結果の概要を監理委員会へ報告するものとする。また、法第 45条に基づき監理委

員会から求められた場合には、事業の実施状況等について監理委員会へ報告又は資

料の提出を行うこととする。 

２．研修所の監督体制 

本契約に係る監督は、分任支出負担行為担当官が自ら又は補助者に命じて、立ち

会い、指示その他適切な方法によって行うものとする。 



本業務の検査・監督体制は次のとおりとする。 

施設管理責任者  農林水産研修所長 

検査職員     農林水産研修所 総務課長 

監督職員     農林水産研修所 教務課 研修第３係長 

３．民間事業者が負う可能性のある主な責務等 

（１）民間事業者の責務等 

本事業に従事する者は、刑法（明治 40 年法律第 45 号）その他の罰則の適用

については、法令により公務に従事する職員とみなされる。 

（２）会計検査について 

公共サービス実施民間事業者は、①会計検査院法第 23条第１項第７号に規定

する「事務若しくは業務の受託者」に該当し、会計検査院が必要と認めるとき

には、同法第 25 条及び第 26 条により、会計検査院の実地の検査を受けたり、

同院から直接又は研修所を通じて、資料・報告等の提出を求められたり、質問

を受けたりすることがある。 



従来の実施状況に関する情報の開示

１．従来の実施に要した経費 　　　　　（単位：千円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度(予定）

人件費 常勤職員 　　　　　－ 　　　　　－ 　　　　　－

非常勤職員 　　　　　－ 　　　　　－ 　　　　　－

物件費

委託費定額分 8,505 8,505 8,505

委託費等 成果報酬分 　　　　　－ 　　　　　－ 　　　　　－

旅費その他 　　　　　－ 　　　　　－ 　　　　　－

計(a) 8,505 8,505 8,505

減価償却費 　　　　　－ 　　　　　－ 　　　　　－

退職給付費用 　　　　　－ 　　　　　－ 　　　　　－

間接部門費 　　　　　－ 　　　　　－ 　　　　　－

(a)+(b) 8,505 8,505 8,505

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号）に基づき、
平成２２年４月から平成２５年３月（予定）までの３年間において、包括的に業務を委託させる
こととして、民間競争入札を行ったものである。
なお、委託費の内訳は以下のとおりである。

（単位：千円）
平成23年度 平成24年度（予定）

1 庁舎等清掃等業務 5392.80 5392.80
2 警備業務 1310.40 1310.40
3 建築物点検業務 126.00 126.00
4 温水ボイラー点検整備業務 242.55 242.55
5 貯水槽清掃業務 147.00 147.00
6 簡易専用水道検査業務 105.00 105.00
7 電気工作物保安管理業務 472.50 472.50
8 地下貯蔵タンク清掃・点検業務 131.25 131.25
9 消防用設備点検業務 157.50 157.50

10 空調設備定期点検業務 420.00 420.00
計 8,505.00 8,505.008,505.00

参
考
値

(

b

)

平成22年度
5392.80
1310.40

242.55
147.00
105.00
472.50
131.25
157.50
420.00

業　　務　　名

126.00



２．従来の実施に要した人員

単位　人

常勤職員 0 0 0
非常勤職員 0 0 0

委託のため、該当無し

（業務の繁閑の状況とその対応）

業務の繁閑は、下記状況表のとおり。
施設利用者数の算出方法：研修毎の参加人数×日数

施設利用状況表

単位　人
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

平成22年度 1,053 1,022 1,236 1,361 691 547 1,201
平成23年度 0 290 854 841 348 372 1,273
平成24年度 699 841 1,090 1,444 910 610 1,060
平均 584 718 1,060 1,215 650 510 1,178

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 年度計
844 800 853 524 0 10,132
898 765 919 820 342 7,722

1,150 490 470 1,090 210 10,064
964 685 747 811 184 9,306

※　平成23年４月は震災の影響により研修は未実施
※　平成24年9月から25年3月までは、各研修コースの定員ベースでの見込み数である。

平成22年度 平成23年度 平成24年度



３．従来の実施に要した施設及び設備

業　務　名 施　　設 設　　　　備
庁舎等清掃等業務 第１寮管理室 内線電話、冷暖房、冷蔵庫

第２寮管理室 内線電話、冷暖房、冷蔵庫
管理棟 内線電話、冷暖房、ロッカー、ガステーブル

警備業務 第１寮管理室 内線電話、冷暖房、冷蔵庫

警備業務に要する仮眠用寝具一式を無償貸与するが、シーツ及び枕カバーは請負事業者で準備し、
また、これらのクリーニングについても請負事業者の負担で行うこと。
※業務に係る施設・設備は無償使用としている。

４．従来の実施における目標の達成の程度

　施設利用者に対して、清掃、施設管理及び警備業務に対する満足度のアンケート調査を実施

【平成２２年度】（７研修、３２０名に対して実施、回収率１００％）
・清掃に対する満足度　９７％
　（満足９６％、やや満足１％、やや不満足２％、不満足１％）
・施設・管理業務に対する満足度　９３％
　（満足８４％、やや満足９％、やや不満足７％、不満足０％）
・警備業務に対する満足度　１００％
　（満足９９％、やや満足１％、やや不満足０％、不満足０％）

【平成２３年度】（７研修、２９４名に対して実施、回収率９６．６％）

・清掃に対する満足度　９７％

　（満足７８％、やや満足１９％、やや不満足２％、不満足１％）
・施設・管理業務に対する満足度　８４％
　（満足５３％、やや満足３１％、やや不満足１５％、不満足１％）
・警備業務に対する満足度　１００％
　（満足７６％、やや満足２４％、やや不満足０％、不満足０％）

※　研修実施中に管理・運営業務の不備に起因する冷暖房、給湯施設の停止は発生していない。
※　施設・設備について管理・運営業務の不備に起因する破損、損傷は発生していない。



５．従来の実施方法等

従来の実施方法

1. 庁舎等清掃等業務

2. 警備業務

3. 施設管理業務

(1) 建築物点検業務
(2) 温水ボイラー点検整備業務
(3) 貯水槽清掃業務
(4) 簡易専用水道検査業務
(5) 電気工作物保安管理業務
(6) 地下貯蔵タンク清掃・点検業務
(7) 消防用設備点検業務
(8) 空調設備定期点検業務

上記業務全てを民間事業者に委託している。

事業の目的を達成する観点から重視している事項

1. 合宿制の研修を実施しているため、寮の衛生環境を十分な水準に維持すること。

2. 短期間に研修生の入退去が発生するため、入れ換え作業をスムーズに行うこと。

3. 研修生にとっては生活の場となるため、日々発生する様々なニーズに柔軟に対応
できること。

4. 騒音の発生等、研修の妨げとなる恐れがある作業については、研修実施期間中を避
けるなどの配慮を行うこと。

（注意事項）



(企画書様式)

【様式１】

１．企業の代表責任者及び本業務担当者

■実施要項第４に記載した資格を証明する書類の写しを添付すること。

■入札参加グループの場合は、入札参加グループの一覧と代表企業、グループ企業の代表責任
者及び本業務担当者を記載すること。また、入札参加グループ結成に関する協定書（又はこれに準
ずる書類）を提出すること。

管理・運営業務企画書



※必要に応じ追加すること。                                                       

２．業務実績 【様式2】

■本実施要項で示す業務毎に過去３年間の実績を記載すること。

（１）清掃業務

業務名 発注者 時期 業務内容

施設規模

請負金額等

施設規模

請負金額等

施設規模

請負金額等

（２）警備業務

施設規模

請負金額等

施設規模

請負金額等

施設規模

請負金額等

（３）施設管理業務

施設規模

請負金額等

施設規模

請負金額等

施設規模

請負金額等



【様式３】     

３．本業務実施の考え方

■安定した業務を実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等を記
載すること。



【様式４】

４．業務毎の実施体制及び業務全体の管理方法

■本実施要項で示す業務毎に実施体制及び業務全体の管理方法等を具体的に記載すること。



【様式５】     

５．管理・運営業務の実施全般に対する質の確保に関する提案

１．管理・運営業務の実施全般に対する質の確保についての考え方

　

　

２．質の確保に関する提案事項

■以下の項目について、具体的かつ簡潔にまとめること。なお、必要に応じ業務毎に提案書を作
成（１枚以内）することができる。



【様式６】

※表の枠が不足する場合は適宜追加すること。         

６．改善提案総括表

提案の有無 有 無

業務項目
※別に定める仕様書類
に定める項目を明記

提案の概略

　

提案の有無 有 無

提案の有無 有 無

■別に定める業務の仕様書に対して改善提案を行う場合は、改善を行う業務の項目と提案の概略を整理す
ること。なお、下記に改善提案のない業務項目については、農林水産研修所が提示する最低水準として従来
の実施方法に基づいて業務を行うものとする。

(１)清掃

(２)施設等警備業務

(３)点検等及び保守業務



【様式７】

７．各業務の別に定める仕様書に対する改善提案

■提案を行う各業務の１項目につき１枚以内とする。

（１）改善提案を行う項目

（２）改善提案の趣旨

（４）最低水準の確保に対する説明

（３）改善提案の内容（提案による質の維持向上効果又は経費の削減効果（或いはその両方）を具体的に
示すこと）



【様式８】

８．緊急時の体制及び対応方法 

■緊急時（管理・運営業務の実施にあたり想定していた通りの業務実施が困難になる未知の事故・事象が
生じた場合）のバックアップ体制と対応方法を記載すること。



９．再委託に関する事項

再委託する業務 再委託先の名称 再委託先の住所
再委託を行うことの合理性及び
必要性

再委託先の業務履行能力並び
に報告徴収その他業務管理の
方法

■やむを得ない事由により、再委託を行う場合には下表に記載すること。なお、本契約締結後、やむを得ない事由によ
り、再委託を行う場合には、再委託に関する事由（再委託する業務、再委託先の名称・住所・、再委託する業務の範囲、
再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並び報告徴収その他業務管理の方法）を明らかにし
た上で、農林水産研修所の承認を得なければならない。

【別紙９】



農林水産研修所業務区分表

農林水
産研修
所

A(主な
受託
者)

A以外
の業者

トイレ清掃 ○ 業務実施日

浴室清掃 ○ 業務実施日

廊下清掃 ○ 業務実施日

玄関等清掃 ○ 業務実施日

教室清掃 ○ 業務実施日（講義中以外）

講師控室清掃 ○ 業務実施日

廊下階段清掃 ○ 業務実施日

消耗品の補充 ○ 随時

敷地内清掃、除草 ○ 月２回

窓ガラス清掃 ○ 年１回

床面ワックス ○ 年１回

カーペット洗浄 ○ 年１回

ブラインド清掃 ○ 年１回

照明器具清掃 ○ 年１回

研修生受入準備 ○ 研修コース入替時

講師の応接 ○ 随時

講師宿泊室清掃 ○ 講師宿泊時

宿直室準備 ○ 随時

①盗難、火災、不正
行為の予防、防止
（緊急時対応を含む）

○ 随時

②門、扉の開閉及び
鍵の管理

○ 業務実施日

戸締まり、施錠 ○ 業務実施日

火元確認 ○ 業務実施日

機械警備セット ○ 業務実施日

自転車の貸出 ○ 業務実施日

生活指導 ○ 業務実施日

帰寮確認 ○ 業務実施日

①建物点検業務 ○ 随時（実施日は発注者と相談）

②温水ボイラー点検
整備業務

○ 随時（実施日は発注者と相談）

③貯水槽清掃業務 ○ 随時（実施日は発注者と相談）

④簡易専用水道検査
業務

○ 随時（実施日は発注者と相談）

⑤自家用電気工作物
保安管理業務

○ 随時（実施日は発注者と相談）

⑥地下貯蔵タンク清
掃・定期点検業務

○ 随時（実施日は発注者と相談）

⑦消防用設備点検
業務

○ 随時（実施日は発注者と相談）

⑧空調設備点検業務 ○ 随時（実施日は発注者と相談）

③研修生への夜間の
対応

③庁舎、各寮、構内
の巡回点検

Ⅱ
 
設
備
管
理
業
務

業務細目

Ⅱ
 
警
備
業
務

現状

備考(作業時期・頻度・条件等)業務内容

Ⅰ
 
清
掃
業
務

①日常清掃

②定期清掃

③その他の役務



実施要項区分 基礎点 加算点

１）実施体制
各業務の業務水準が維持される体制であるか
(グループで参加する場合、代表企業とグループ企業の連携が可能な体制であるか)

様式１・３・４ 0/20 ―

提案された内容が実現可能な体制であるか 様式３・４ 0/20 ―

２）業務に対する認識 管理・運営業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が考えられているか 様式３・４ 0/20 ―

本業務を確実に実施するための基本的な方針が明確となっているか 様式３・４ 0/20 ―

３）現行基準レベルの質の
確保の実態

各業務の提案内容は、（発注者側の）要求水準が確保されているものとなっているか 様式５ 0/20 ―

１）業務の質についての提
案内容

本業務の包括的な管理・運営に関する提案がなされているか
（方法、計画により、各業務の適正かつ円滑な実施が確保されるか）

様式３・４・５ ― 0～20

　 業務遂行体制において施設管理者に対し、常時、適切に対応するための工夫が取られているか 様式４～７ ― 0～20

１）業務の質についての提
案内容

質の向上に対して具体的な提案があり、実施について具体的な方法、計画等が明記されており、
それらが実施可能な体制が確保されているか

様式３・４・５ ― 0～20

２）改善提案内容 業務コスト等削減のための方策が提案されているか 様式４～７ ― 0～20

１）業務の質についての提
案内容

質の向上に対して具体的な提案があり、実施について具体的な方法、計画等が明記されており、
それらが実施可能な体制が確保されているか

様式３・４・５ ― 0～15

２）改善提案内容 業務コスト等削減のための方策が提案されているか 様式４～７ ― 0～15

１）業務の質についての提
案内容

質の向上に対して具体的な提案があり、実施について具体的な方法、計画等が明記されており、
それらが実施可能な体制が確保されているか

様式３・４・５ ― 0～15

２）改善提案内容 業務コスト等削減のための方策が提案されているか 様式４～７ ― 0～15

緊急時への対応について
の提案内容

具体的な事態を想定し、現実的かつ効果的な対策が提案されているか 様式８ ― 0～15

　
トラブル時や緊急時に円滑に対応し、かつ被害を拡大させないための体制（連絡体制等）、対策が
提案されているか

様式８ ― 0～15

100 170 　

実施要
項区分

業務区分

評　　価　　内　　容

得点配分
（※重要度に応じて定める）

得点

農林水産研修所の管理・運営業務　評価表

主となる評価
対象資料

備考

合計得点

業務共通

管理・運営業務全般に係る業務に
関する提案

清掃業務

施設等警備業務

点検等及び保守業務

緊急時及び非常時対応

①
必
須
項
目
審
査
 

②
加
点
項
目
審
査
 

  



 

 

 研修生の皆様へ  

 

                         

                         

                        農林水産研修所  

 

 

【研修生活に関するアンケート】へご協力をお願いいたします。  

 

  

 農林水産研修所では、『競争の導入による公共サービスの改革に関す

る法律（平１８年法律第５１号）』に基づき、庁舎内の清掃業務、警備

業務及び設備管理業務を民間事業者へ委託しているところです。  

 この法律では、当該業務の実施期間の終了に併せて継続させる必要性

その他その業務の全般にわたる評価が義務付けられております。  

 評価は様々な角度から行いますが、この【研修生活に関するアンケー

ト】により、研修生の皆様が実際に見て感じたものを詳細にわたって把

握し、その結果を評価の材料に繋げているところです。  

 別途実施しておりますアンケートと若干重複した印象を受け煩わしさ

を感じるかと存じますが、使途が明確に異なるという点等にご理解いた

だき、当該アンケートへご協力をお願いいたします。  

 なお、ご提出いただきました当該アンケートはここでお示しした用途

以外では使用いたしません。  

  

 

【参考】  

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平１８年法律

第５１号）は、「民間にできることは民間に」という構造改革を具体

化すべく、公共サービスを不断に見直し、民間事業者の創意と工夫が

反映されることが期待される一体の業務として具体的に選定された公

共サービスを官民競争入札に付すこと等によって、①公共サービスの

質の維持向上と、②経費の削減を、ともに実現することを目的に平成

１８年６月に制定されました。  

 

           裏面がアンケートとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

研修生活に関するアンケート  

平成   年  月  日  

研修生の皆様へ  

 

 農林水産研修所の施設管理・運営業務について、満足度を調査し、質

の向上のための参考にさせていただきますので、アンケートにご協力下

さい。  

                        農林水産研修所  

   ●性別  （  □男性  □女性  ）   ●年齢  （     歳代）  

  ●所属  （  □国   □地方公共団体   □その他）  

★  以下の質問に対して、あなたが当施設を利用して感じたことを、４  

つの中からお選び下さい。  

【清掃業務関係】  

 ①  寮室、洗面所、お風呂、トイレ等の清掃は行き届いていましたか。 

 □１満足    □２やや満足    □３やや不満足    □４不満足  

   ３，４をお選びの方は、具体的な内容をお教えください。  

  （                             ）  

 ②  消耗品の類（トイレットペーパー、石鹸、シャンプー等）は補充  

されていましたか。  

 □１満足    □２やや満足    □３やや不満足    □４不満足  

   ３，４をお選びの方は、具体的な内容をお教えください。  

  （                             ）  

 ③  敷地内（通道、渡り廊下、植え込み等）の管理は行き届いていま  

したか。  

 □１満足    □２やや満足    □３やや不満足    □４不満足  

   ３，４をお選びの方は、具体的な内容をお教えください。  

  （                             ）  

【施設管理関係】  

 ④  施設の給湯に不具合はありませんでしたか。  

 □１満足    □２やや満足    □３やや不満足    □４不満足  

   ３，４をお選びの方は、具体的な内容をお教えください。  

  （                             ）  

【警備業務関係】  

 ⑤  警備員の対応（自転車の貸出、緊急時の対応等）はいかがでした                            か。  

 □１満足    □２やや満足    □３やや不満足    □４不満足  

   ３，４をお選びの方は、具体的な内容をお教えください。  

  （                             ）  

 ⑥  当施設全般についてはいかがでしたか。  

 □１満足    □２やや満足    □３やや不満足    □４不満足  

☆その他お気づき点、ご意見等がございましたらご記入ください。  

 

 

 

 ※「管理・運営業務に当たり確保されるべき質」としての評価対象項目は下線の項目である。 



第２寮
RC地上４階建
建面積３０８㎡
延面積１，１８５㎡

第３寮
RC地上３階建
建面積３５５㎡
延面積９８５㎡

第１寮
RC地上２階建
建面積５６０㎡
延面積１，１１１㎡

117 116 115

トイレ

車　庫

ガス庫

発電機

(研修生第３寮３階)

洗面所

第２演習室

　

第３
浴室

集会室

(研修生第３寮２階)

格　納　庫

232235 230

喫煙室 247 246

トイレ

245

集会室

220

234

222 221

洗面所

洗面所

244

231233

241

玄　関

ボイラー室

トイレ

トイレ

(研修生第２寮１階)

(研修生第２寮２階)

電
気
室

倉
庫

倉
庫

管

理

室

(研修生第２寮屋上)

224226 225

喫煙室 237 236

227

(研修生第２寮３階)

(研修生第２寮４階)

 講師
控室

　

湯
沸
室

 講師
控室

ベ　　ラ　　ン　　ダ

談
話
室

（
禁
煙

）

伝

言

板

（庁舎１階）

ベ　　ラ　　ン　　ダ

控室

教務指導
官室

330 331

談
話
室

（
喫
煙

）

第３教室 第２教室

自

転

車

置

場

機
械
室

◎施設案内図

336 337

第４浴室

第１演習室

334

第１浴室

123

第１教室

トイレ研修準備室

所
長
室

玄　関

事
務
室

(

教
務
課

)
(

庶
務
課

)

（庁舎２階）

図書資料室

倉庫 読書室
講師室

212

129 128

ボ

イ

ラ

ー

室

127 126 121

管理棟

110

管
理
室

集会室

113 112

脱衣所

114

トイレ洗面所

食堂

玄　関
111 厨　　房

ガス庫
(研修生第３寮１階)

玄
関

(研修生第１寮２階)

(研修生第１寮１階)

集会室
洗面
所

125

新

聞

受

トイレ
講師室

213

122124 120

運動用
具室

第６演習室

（１階）

第
２
浴
室

屋上

読書室 223

（２階）

ガス庫

脱
衣
所

ホール

333

第３演習室 第４演習室

ベ　　ラ　　ン　　ダ

トイレ

トイレ

335

第５演習室

332

庁舎
RC地上２階建
建面積６３３㎡
延面積１，３０７㎡

洗面所

240243 242

倉
庫

事務
機器室

ト
イ
レ

緊
急
時
避
難
場
所
 



別 紙 業務対象範囲① 

緊急時避難場所 

業務対象範囲 ① 

庁 舎 

第３寮 

第１寮 

第２寮 

格納庫 
防火水槽 

第６演習室 

設備保守点検業務 対象場所 

※ 

◎ 

● 

○ 

※ 

※ 

温水ボイラー 

○ 

○ 

○ 

○ 

飲料水貯水槽、簡易専用水道検査 

庁舎等清掃等業務対象範囲と同じ 

地下貯蔵タンク 

自家用電気工作物 ● 

◎ 

       山   林 

庁舎等清掃等業務 対象範囲 

建物内部は、「業務対象範囲②で

示す全てが対象 

敷地内芝等 

警備業務 対象範囲 



117 116 115

トイレ ボイラー室

第１浴室

123

車　庫

ガス庫

発電機

(研修生第３寮３階)

洗面所

第２演習室

　

第３
浴室

集会室

(研修生第３寮２階)

格　納　庫

232235 230

喫煙室 247 246

トイレ

245

236

集会室

220

234

222 221

洗面所

洗面所

ホール玄　関

231233

トイレ

(研修生第２寮４階)

(研修生第２寮１階)

(研修生第２寮２階)

電
気
室

倉
庫

倉
庫

管

理

室

トイレ

（庁舎１階）

(研修生第２寮屋上)

224226 225

喫煙室 237

227

(研修生第２寮３階)

第２教室

自

転

車

置

場

機
械
室

241

屋上

244

 講師
控室

　

湯
沸
室

 講師
控室

ベ　　ラ　　ン　　ダ

談
話
室

（
禁
煙

）

伝

言

板

ベ　　ラ　　ン　　ダ

控室

教務指導
官室

330 331

談
話
室

（
喫
煙

）

第３教室

倉
庫

事務
機器室

336 337

第４浴室

第１演習室

334

第１教室

トイレ研修準備室

所
長
室

玄　関

事
務
室

(

教
務
課

)
(

庶
務
課

)

（庁舎２階）

図書資料室

倉庫 読書室
講師室

212

129 128

ボ

イ

ラ

ー

室

127 126 121

管理棟

110

管
理
室

玄
関

集会室

113 112

脱衣所

114

トイレ洗面所

新

聞

受

食堂

玄　関
111 厨　　房

ガス庫
(研修生第３寮１階)

運動用
具室

第６演習室

（１階）

第
２
浴
室

脱
衣
所

(研修生第１寮２階)

(研修生第１寮１階)

集会室
洗面
所

125

トイレ
講師室

213

122124 120

読書室 223

（２階）

ガス庫

ト
イ
レ

333

第３演習室 第４演習室

ベ　　ラ　　ン　　ダ

トイレ

トイレ

335

第５演習室

332

業務対象範囲②

洗面所

240243 242

緊
急
時
避
難
場
所
 


























































































































